
第２１号議案 

第

二

十

一

号

議

案 

   
 
 

江

戸

川

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

の

運

営

等

に

関

す

る

基

準

を

定 
め

る

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

  

平

成

二

十

五

年

二

月

十

九

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



第２１号議案 

 
 
 

江

戸

川

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

の

運

営

等

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例 
 
 
 

 

（

趣

旨

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

七

十

八

条

の

二

第

一

項

及

び

第

四

項

第

一

号

、

第

七

十

八

条

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

並

び

に

第

百

十

五

条

の

十

二

第

二

項

第

一

号

、

第

百

十

五

条

の

十

四

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

（

区

長

が

指

定

す

る

事

業

所

に

よ

り

行

わ

れ

る

法

第

八

条

第

十

四

項

に

定

め

る

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

を

い

う

。

）

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

（

区

長

が

指

定

す

る

事

業

所

に

よ

り

行

わ

れ

る

法

第

八

条

の

二

第

十

四

項

に

定

め

る

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

を

い

う

。

）

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

等

に

つ

い

て

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

等

に

関

す

る

基

準

） 

第

二

条 

法

第

七

十

八

条

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

基

準

は

、

こ

の

条

例

で

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

（

平

成

十

八

年

厚

生

労

働

省

令

第

三

十

四

号

。

以

下

「

省

令

」

と

い

う

。

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

 

（

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

等

に

関

す

る

基

準

） 

第

三

条 

法

第

百

十

五

条

の

十

四

第

一

項

及

び

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

基

準

は

、

こ

の

条

例

で

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、
） 
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設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

（

平

成

十

八

年

厚

生

労

働

省

令

第

三

十

六

号

。

以

下

「

予

防

サ

ー

ビ

ス

省

令

」

と

い

う

。

）

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

 

（

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

の

入

所

定

員

） 

第

四

条 
法

第

七

十

八

条

の

二

第

一

項

の

条

例

で

定

め

る

入

所

定

員

は

、

二

十

九

人

以

下

と

す

る

。 

 

（

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

の

申

請

者

の

資

格

） 

第

五

条 

法

第

七

十

八

条

の

二

第

四

項

第

一

号

及

び

法

第

百

十

五

条

の

十

二

第

二

項

第

一

号

の

条

例

で

定

め

る

者

は

、

法

人

と

す

る

。 

 

（

指

定

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介

護

等

の

共

同

生

活

住

居

） 

第

六

条 

省

令

第

九

十

三

条

第

二

項

及

び

予

防

サ

ー

ビ

ス

省

令

第

七

十

三

条

第

二

項

に

規

定

す

る

共

同

生

活

住

居

に

お

い

て

、

利

用

者

が

日

常

生

活

を

営

む

上

で

必

要

な

設

備

（

以

下

「

設

備

」

と

い

う

。

）

は

、

一

の

共

同

生

活

住

居

ご

と

に

、

全

て

を

同

一

の

階

に

設

け

、

二

以

上

の

階

に

分

け

て

設

け

な

い

こ

と

を

原

則

と

す

る

。 

 

（

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

の

居

室

定

員

の

基

準

） 

第

七

条 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

の

居

室

の

定

員

は

、

省

令

第

百

三

十

二

条

第

一

項

第

一

号

イ

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

入

所

者

の

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

に

配

慮

す

る

と

と

も

に

容

易

に

個

室

に

転

換

で

き

る

よ

う

設

計

上

の

工

夫

を

行

う

場

合

に

あ

っ

て

は

、

四

人

以

下

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 



第２１号議案 

 

（

記

録

の

整

備

） 

第

八

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

の

事

業

者

が

整

備

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

記

録

は

、

省

令

第

三

条

の

四

十

、

第

十

七

条

、

第

六

十

条

、

第

八

十

七

条

、

第

百

七

条

、

第

百

二

十

八

条

、

第

百

五

十

六

条

及

び

第

百

八

十

一

条

並

び

に

予

防

サ

ー

ビ

ス

省

令

第

四

十

条

、

第

六

十

三

条

及

び

第

八

十

四

条

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。 

 

一 

従

業

者

の

勤

務

体

制

に

関

す

る

記

録 

 

二 

介

護

報

酬

を

請

求

す

る

た

め

に

、

審

査

支

払

機

関

に

提

出

し

た

書

類 

 

（

区

域

外

の

事

業

所

の

指

定

基

準

の

特

例

） 

第

九

条 

区

長

は

、

法

第

七

十

八

条

の

二

第

一

項

又

は

法

第

百

十

五

条

の

十

二

第

一

項

の

申

請

に

係

る

事

業

所

が

江

戸

川

区

の

区

域

外

に

あ

る

場

合

は

、

当

該

事

業

所

の

所

在

す

る

区

市

町

村

の

定

め

る

基

準

に

よ

り

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

付 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

指

定

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介

護

等

の

事

業

を

行

う

事

業

所

で

あ

っ

て

、

二

を

超

え

る

共

同

生

活

住

居

を

有

し

て

い

る

も

の

は

、

省

令

第

九

十

三

条

第

一

項

及

び

予

防

サ

ー

ビ

ス

省

令

第

七

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

共

同
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生

活

住

居

を

有

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

指

定

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介

護

等

の

事

業

を

行

う

事

業

所

で

あ

っ

て

、

一

の

共

同

生

活

住

居

に

係

る

設

備

を

、

同

一

の

階

で

は

な

く

、

二

以

上

の

階

に

分

け

て

設

け

て

い

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

第

六

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

そ

の

設

備

を

現

状

の

ま

ま

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

   

（

説

明

） 

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

の

運

営

等

に

関

す

る

基

準

に

つ

い

て

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


